
シート①

日付 日付

段階 段階

所属 担当者

道路 河川 港湾

ため池・水路 ダム 砂防

公園緑地 公共建築物

その他

事業種別

公共建築室　計画課

その他制限等

修正
基本計画

敷地面積

工事種別大阪府立寝屋川高等学校改築工事

2022/11/9

寝屋川市本町

容積率建蔽率 200%60%約34,600㎡

事業概要

事業地の位置

用途地域

改築

準防火地域防火地域第一種住居地域

【大阪府公共事業における】景観形成の目標設定シート

記入者

当初作成

担当部署

施設概要

敷地概要

事業名称

確認済み

景観計画区域名

景観計画名

景観行政団体名

設計担当

RC造またはS造　地上4階建て　約16,700㎡構造・規模

『大阪府公共事業景観形成指針』にお

ける本事業に関連する内容の確認

色彩

壁面位置

高さの最高限度

建築物の概形

事業地の景観計画等

仁居

確認状況

その他

１．事業地の景観形成に関する指針や基準を確認する

工事担当

施設所管

寝屋川市

寝屋川市景観計画

景観計画区域

・建築物の形態・意匠は、それが建つ場所の状況をふまえ、

周辺のまちなみとの調和、あるいは対比などに配慮しつつ、

建築物全体としてのまとまりや表情のあるものになるよう工

夫する。

・1 階部分の利用形態・意匠は、周辺のまちなみの連続感を

出すように工夫する。また、道路に面する外壁の後退に努め

るとともに、その後退部分は歩行者空間や緑化スペースとし

て活かすよう工夫する。

なし

なし

外壁材は、周辺の建築物と調和する素材、あるいは時間の経

過によって、劣化しない素材を用いるよう努める。また、色

彩は周辺のまちなみに配慮したものにする。

バルコニーは、洗濯物や冷暖房室外機など景観を阻害する要

素が外から見えないように工夫する。また、まちなみにつな

がりやアクセントを与えるようなデザインにも配慮する。

景観計画区域に規定された景観形成の

方針や規制内容（※該当の景観計画を確認

し、主な規制内容を記載してください）
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シート①

事業地の周辺からの見え方の確認

なし（平坦地の住宅地内のため）

計画地北側・西側道路沿いには街灯が設置されている。

その他

※地域の風土、歴史、文化等、景観形成に影響のある、

地域の成り立ちに関する要素を記載

計画地周辺の照明等、夜間景観の特徴

市道本町幸線（計画地西側道路）

府道18号線（計画地北側道路）、市道本町幸線（計画地西側道路）

３．事業地周辺の景観の特徴を確認する

２．良好な景観形成に寄与した公共事業の事例を確認する

事業地の立地特性や周辺のまちなみ・景観資源等の確認

計画地の見え方

計画地を望む主な視点場

近景

中景

遠景

近景

中景

遠景

南から北進した際、右手に見える中央小学校の奥に見える。

計画地横を通行する際、敷地境界の塀や植栽の向こうに校舎棟や屋

内運動場棟が見える。校舎棟や屋内運動場棟の壁面や屋根形状が確

認できる。

道路（沿道）から計画地までの景観上の特徴

計画地周辺の景観を構成する特徴

計画地周辺の景観を構成する主な要素

計画地周辺の地形上の特徴 市街地の平坦地

大阪府立吹田東高校

住宅地、小学校、市庁舎、公園

北側には府道18号線・西側には市道が隣接し、南側は小学校と隣接

し、東側には市庁舎および住宅地が隣接している。

・寝屋川市駅から計画地までの主なアクセスは、駅前から府道18号

線沿いの商店街を通り抜ける計画地北側道路からのアクセスと、駅

前からのメイン通りである市道寝屋川駅前線を通って中央小学校の

角を曲がり、市道本町幸線を通る計画地西側道路からのアクセスの

2パターンがある。

・計画地北側の府道18号線は、幅員が約6~7ｍで緩やかにカーブし

た西向き一方通行道路となっており、遠くから計画地を見通すこと

はできないが、計画地横を通行する際の視認性は高い。

・計画地西側の市道本町幸線は、幅員が約9mの両面通行道路となっ

ており、小学校横を通行する際は中景が望めるほか、計画地横を通

行する際の視認性は高い。

なし（平坦地の住宅地内のため）

本事業の参考となる、良好な景観形成

に寄与した公共事業の事例を確認（※他

府県の事例でも良い） 大阪府吹田市（所在）

事例とした施設名
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シート①

河川

道路

人々が自然と触れ合える水辺の整備

街路樹等による緑化

電線類の地中化・無電柱化

水辺に人々が集まる賑わい空間や交

流の空間など、地域の特性や自然と

の共存、安全面に配慮しつつ、人々

が自然とふれあえる水辺の整備に努

める。

舗装の新設・大規模改修

地域の景観を乱さない構造の選択

舗装の新設及び大規模な改修は、安

全面、機能面や環境面の配慮ととも

に、地域の特性に応じたデザインや

素材の工夫に努める。

線形決定時の景観配慮

高架橋は様々な角度から眺められる

対象となることから、視覚的連続性

に配慮するとともに、周辺景観に馴

染ませる工夫を行い、圧迫感、威圧

感を与えないように努める。

橋梁の新設は、地域の特性に応じ

て、周辺の景観に対して配慮すると

ともに、地域の景観資源となるよ

う、主要な眺望点からの見え方を考

慮する。

大規模な法面や盛土などの周辺の景

観に大きな影響を及ぼす恐れのある

構造は、できる限り避けるなど、地

域の景観を乱さない構造を選択す

る。

線形は、周辺の地形や周辺の景観へ

の配慮の観点を含む総合的な計画条

件を検討して決定する。また、良好

なまちなみなど地域の景観資源を活

用し、歩行時や走行時の景観の変化

や眺望に配慮する。

新設の橋梁

施設の別 景観に関する基本的な考え方景観形成指針

高架橋

４．事業地周辺の景観の特徴を確認する

道路景観を形成する重要な要素であ

る街路樹等の緑化にあたっては、景

観のアクセントとなるような効果的

な配置を工夫する。また、地域や場

所の特性を表現するため、在来樹種

等の活用を検討するとともに、植栽

を行う地域や場所の環境に応じて適

正な樹種を選択する。

幹線道路などにおいては、安全で快

適な通行空間の確保、都市景観の向

上、都市防災の向上、及び歴史的景

観の保全のために必要な場合は、電

線管理者の協力を得て、電線類の地

中化など無電柱化に努める。
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シート①

港湾

河川

緑豊かで安らぎを与える水辺空間の形成

緑地の保全、堤防等の緑化

生態系に配慮した自然と共生する川の整備

河川空間とその周辺地域を一体的に

捉え、河川沿いの緑地の保全、堤防

や河川敷、沿岸敷地等の緑化に努め

る。

地域の特性に応じて、清らかな水の

再生、蛇行する流れ、瀬や淵などの

多様な水辺の再生、護岸の素材の工

夫などにより、生き物の生息の場

（生態系）に配慮し、自然と共生す

る川をめざした整備を図る。

水辺に人々が集まる賑わい空間や交

流の空間など、地域の特性や自然と

の共存、安全面に配慮しつつ、人々

が自然とふれあえる水辺の整備に努

める。

歴史性、公園・緑地のアメニティ、

産業景観（テクノスケープ）など、

個性的な景観資源の顕在化と活用に

努める。

埋立て行為の実施や沿岸の施設の整

備の際は、海上からの眺めなど周囲

の景観にも配慮し、海辺に調和する

ものとする。また、施設の配置等に

ついては、海への眺望の確保や広場

の設置など、海辺を積極的に活用し

たものとする。

安全面に配慮した上で、海とふれあ

い、散策できる、府民に開かれた魅

力的な水辺空間の整備を図る。

水域、生物環境の保全・創造や、景

観に配慮した緑豊かで人々に安らぎ

を与える水辺空間の形成を図る。

海辺への調和・活用

府民に開かれた水辺空間の整備

個性的な景観資源の顕在化・活用
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シート①

自然と調和し、生き物を育む緑豊か

な水辺環境の整備に努める。

自然との調和、緑豊かな整備

周辺地域が一体となった環境保全

固有の歴史や生物等を活かした景観形成

地域の特性に応じ、池固有の歴史や

生物等を活かした個性的な景観形成

に努める。

安全面に配慮した上で、人々が水と

緑に親しむオアシスとして、地域の

景観拠点となる水辺空間の整備に努

める。

砂防

ダム

ため池・水路

緑豊かな斜面整備

自然景観への調和

良好な水辺空間の創造・維持管理

地形改変の抑制・生態系の保全・回復

ため池や水路周辺の地域が一体と

なった水辺環境保全への取組みを進

める。

ダムとそれに付属する付替え道路等

の建設にあたっては、自然環境への

影響は可能な限り回避・低減・代償

するため、地形改変を最小限にする

とともに、植生や生態系の保全、回

復に努める。

既存の樹木・樹林の保全や植生回復

等により、緑豊かな斜面整備やグ

リーンベルトの整備を行う。

地域にふさわしい整備や保全を地域

の協力を得ながら進め、良好な水辺

空間の創造や維持管理に努める。

構造物等は周囲の自然景観に調和す

るように努める。

地域の景観拠点となる整備

5 / 11 ページ



シート①

公園緑地

広場や樹林の永続的確保・緑の育成

周辺の緑や水辺との連続性

公園の立地する地域の歴史や生態系

などの特性を把握し、地域に根ざし

た公園をつくるとともに、安全面に

配慮した上で、緑と施設の配置バラ

ンスや周辺地域を意識したデザイン

を行うなど、個性的で魅力的な公園

を創造する。

地域に根差した公園整備・個性的な公園の創造

都市における緑の拠点として、緑豊

かな都市林を形成するとともに、周

辺の緑との連続性、ため池や川、海

などの水辺との連続性に配慮する。

文化やスポーツなど、多様な機能の

導入にあたっては、広場や樹林の永

続的確保と緑の育成を最大限に尊重

する。
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シート①

適切な維持管理を行い、外観を美し

く保つとともに、耐震改修等の際に

も、外観に配慮する。

駐車場、駐輪場及びごみ置き場等を

敷地の外から見える場所に設置する

場合は、植栽により修景し、又は建

築物等と一体化するなど、外観に配

慮する。

駐車場・ごみ置き場等の外観配慮

公共建築物

緑化等による環境配慮

植栽する樹木の位置、種類、形状等

適切な維持管理・耐震改修時の外観配慮

敷地内の緑化等を推進することで

ヒートアイランド対策など環境に配

慮し、都市のアメニティ創造並びに

景観向上に努める。

敷地周辺にある緑との連続性や安全

面等に配慮しつつ、道路に面する敷

際に緑を適切に配置する等、植栽す

る樹木の位置、種類、形状等を検討

する。

開かれた外部空間づくり

設備関係附帯物の外観配慮

周辺景観との調和、道路との一体的

な景観形成、地域性を活かしたデザ

インなど、景観づくりの手本として

良好な景観形成を行う。

建築物周辺の附帯物（高架水槽、ダ

クト類、エアコン室外機等）につい

ては、建築物との一体化や敷地の外

から見えない位置への配置など、外

観に配慮する。

上部利用可能な施設の上部利用や広

場の設置など、周辺景観と調和し、

開かれた外部空間づくりを進める。

景観づくりの手本としての景観形成
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シート①

４－２．共通指針のチェック　
※該当する構成要素の指針のみ記入してください

舗装

埋設物の維持管理等で部分的に舗装

を復旧する場合、できる限り従前の

舗装と違和感が生じないよう配慮す

る。

斜面・法面

擁壁

護岸

規模・デザイン

周辺景観と調和したデザインとなる

よう配慮する。

緑化

緑化を施すことにより、与える印象

をやわらかくするよう努める。

安全面、機能面や環境面の配慮とと

もに、地域の特性に応じたデザイン

や素材の工夫に努める。

部分的な復旧時の配慮

地域の特性に応じたデザインや素材

勾配

緩やかな勾配の採用により圧迫感を

和らげる。

周辺地形との連続性

周辺の地形との連続性に配慮する。

地域の自然生態系に配慮した緑化

植栽可能な勾配であれば、緑化によ

り表面処理を行い、与える印象を和

らげるよう努める。その際、郷土種

等を用いるなど、地域の自然生態系

に十分配慮する。

法枠工の場合

法枠工を採用する場合にも上記と同

様の配慮を行う。

高さ

高さを可能な限り抑え、圧迫感を和

らげる。

周辺景観と調和した規模、デザイン

となるよう配慮する。

水辺に近づきやすい形態

安全面に配慮した上で、階段状とし

たり、緩勾配にするなど水辺に近づ

きやすい形態となるよう配慮する。

周辺景観との調和

構成要素の別 景観形成指針 景観に関する基本的な考え方
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附属物

照明施設のデザイン

防護柵、防音壁等

防護柵、防止柵や防音壁は周辺景観

に対して目立ちすぎない形状とし、

また、地域特性に応じた適切な色彩

とするよう配慮する。

高架道路の付属物

眺望の期待できる高架道路等におけ

る付属物等については、安全性、機

能性を確保しつつ、地域の状況に応

じて、眺望の確保に努める。

道路占用物、設備類等

彫刻、モニュメント

彫刻、モニュメント等の設置にあ

たっては、設置場所の空間特性に配

慮する。

照明施設の器具や支柱等のデザイン

は、周辺の自然やまちなみ等の景観

に調和するよう配慮する。

標識・サイン等

標識・サイン等は、掲出場所に留意

し、分かりやすく、統一性のある質

の高いデザインを採用したうえで、

数や規模を必要最小限とするよう努

める。

道路占用物、設備類等は周辺景観や

他の構造物との一体的な調和を図る

よう配慮する。

照明方法、夜間景観への配慮

照明施設は、周辺の状況に応じた照

明方法等により、夜間景観が良好と

なるよう配慮するとともに、光によ

る害が生じないように努める。※［照

明方法、夜間景観への配慮］においては、色温

度についても配慮すること。
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シート①

大阪府自然環境保全条例に定める府

有施設等の緑化基準の達成に努める

とともに、民間施設のモデルとなる

緑化に努める。

既存施設における緑化

緑化

植物が健全に成長するために必要な

植栽基盤の整備を行うとともに、維

持管理の際に必要となる剪定や枝打

ちを行う場合には、樹木本来の姿を

見極めて、生育に応じた樹形を美し

く見せるよう配慮する。

街全体が緑であふれるような景観づ

くりを進めるため、建造物の屋上や

壁面の緑化、法面や擁壁の緑化など

を推進し、緑視率の増加を図るとと

もに、周辺地域の緑との連続性に配

慮し、きめ細かな広がりのある緑の

形成に努める。

地域のシンボルとなる樹林や樹木の保全

緑化基準

既存施設についても計画的な緑化を

推進し、府有施設等緑化推進計画の

達成に努める。

緑化効果の大きい場所での緑化

駅前や街の中心部などの緑化効果の

大きい場所においては、それぞれの

場の個性を形づくるシンボル的な高

木の植栽や、四季の彩りを演出する

花壇などを整備する。

維持管理、改修、建替時の緑の機能保全

施設の維持管理、改修、建替の際に

は、生物の生息環境となっている緑

等の機能保全に配慮する。

地域のシンボルとなる樹林や樹木は

極力保全し、景観要素として積極的

に活用する。

植栽基盤の整備・育成に応じた剪定等

緑視率の増加・周辺地域の緑との連続性
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シート①

６．景観形成の目標（景観に関する考え方）を立てる

（必要に応じて、行は調整してください）

内容No

※１～５の確認結果を踏まえ、本事業における景観に関する考え方について記載してください

※１～３の確認結果を踏まえ、計画地の景観上、重要なポイントを記載してください

５．計画地の景観上、最も重要なポイントを確認する

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

11 / 11 ページ


